
 

 

 

 

 

 

 

 

  ～ 長崎税関からのお知らせ ～ 

経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定（日 EU・EPA）に基づく特恵待遇を要求

し輸入申告する場合の原産地手続きに関する取扱いについては、本年８月１日から一部の運用が

簡略化されました。 

長崎税関において、当該取扱いを含む『日EU・EPAの自己申告制度』に係る説明会が下記の日

程で開催されます。 

参加ご希望の会員の皆様は、参加申込書の欄にご記入のうえ、長崎税関業務部管理課宛てに

FAX（095-827-0580）で９月１９日（木）までにお申し込みください。なお、申込受付につきましては

先着順となっており、定員になり次第締め切られますので、お早めの申し込みをお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 EU・EPA 自己申告制度に係る業務説明会 

《《JJaappaann  TTaarriiffff  AAssssoocciiaattiioonn》》  

関関  税税  メ－ルプレス 
（No.565）2019.8.19 発行元：日本関税協会 長崎支部 

℡:095-825-0557  Fax:095-825-1748  http://www.kanzei.or.jp/nagasaki/ 

開催日時：令和元年９月２７日（金） １４：００～ 

開催場所：長崎税関本関 共用会議室（長崎市出島町１-３６） 

問合せ先：長崎税関業務部管理課 ☎095-828-8622 fax095-827-0580 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 切り取らずにこのまま FAX してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


